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午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は９人です。定足数に

達していますので、これから本日の会議を開きます。 

 報告します。９番、谷進介議員から欠席届の提出があり、本日の会議は欠席です。 

 報告します。監査委員から例月出納検査及び令和５年度第２回随時監査結果について文

書報告を受けています。お手元に配付のとおりです。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 一般質問の順序は、お手元に配付のとおりです。 

 ６番、碓井議員の質問を許します。６番、碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） おはようございます。 

 議長の許可を得ましたので、通告に従って質問していきたいと思います。 

 令和５年３月議会でもお聞きしましたが、煙樹海岸キャンプ場についてお聞きしたいと

思います。 

 前回お聞きしたときの町長の答弁は、取りあえず１年間は通年で、町営で営業していき

たい。管理棟については、１年間はまずどのように使っていただけるかということで、無

料で使っていただいてどのようなことができるのか考えていきたい。その中で、指定管理

等そういうことも考えるとのことでした。 

 そこで質問です。 

 １点目、１年経過しましたが、どのような感想をお持ちですか。例えば、期待以上であ

るとか、もう少し頑張りたいとか。 

 ２点目、見えてきた問題点は。あればその対策。 

 ３点目、指定管理も含めて今後の管理棟及びキャンプ場の運営計画を教えてください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） おはようございます。 

 碓井議員の１項目のご質問、煙樹海岸キャンプ場についての１点目、煙樹海岸キャンプ

場を通年営業しての感想はにお答えいたします。 

 令和５年４月１０日から通年開設し、現在まで約５，５００人の多くの皆様に来場して

いただき、当町キャンプ場特有の自然の中で、ロケーションや釣りなどを含めアウトドア

を楽しんでいただいているところです。 

 そこで、通年営業しての感想はとのことですが、令和５年度におきましては、昨年度ま

では営業していなかった初夏や秋などのシーズンにたくさんのお客様が訪れてくれ、当町

のキャンプ場にはゴールデンウイークやお盆の時期以外にもたくさんの需要があることが

分かりました。年間を通じて、本来の目的である美浜町への関係人口、交流人口の創出、

また、観光振興やキャンプサイトの年間を通じた美化につながったのではないかと思って
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ございます。 

 今回、煙樹海岸キャンプ場を通年開設し、管理及び運営していく上で見えてきた問題点

はということですが、本年度は直営により年間を通じて運営してきた結果、大型連休等に

係る利用者の混雑、駐車場利用者の公平性、身体障害者等の利便性向上、物価高騰に係る

管理費用等の増加など、様々な問題が生じてまいりました。 

 それらの問題点を解決するため、本定例会に美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理

に関する条例の一部改正を上程させていただき、問題点を解消できればと考えてございま

す。 

 また、それら以外の様々な問題につきましても、さらなる利用者の増加を目指して、引

き続き改善を進めていければと考えております。 

 ３点目の今後の運営計画はにお答えいたします。 

 煙樹海岸キャンプ場におきましては、令和５年４月に通年開設する際、食品衛生法第

５５条の規定に基づき飲食店営業の営業許可を受けており、食品衛生法施行規則に規定す

る食品衛生責任者の養成講習も受講し修了しています。管理棟における飲食店営業につき

ましては、現在に至るまで、特にこの許可を生かしての取組等は実施できていないのも事

実であります。今後の管理棟の活用方法については、どんなことが可能なのか、どんなこ

とができるのか等、再度模索していきたいと思います。 

 また、通年営業を始めたキャンプ場については、令和６年度は施設利用料等を改定し、

多くのお客様に当町へお越しいただけるよう、引き続いて町が運営していきたいと考えて

ございます。 

 なお、今後のキャンプ場施設の修理、修繕につきましては、随時実施していきたいと思

います。 

○議長（谷重幸君） ６番、碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） では、再質問させていただきます。 

 まず１点目ですが、通年で営業したことによりハイシーズン以外にもたくさんの需要が

ある、そういうことが分かり、また、町への関係人口、交流人口の創出につながったとの

ことですが、私も町長のご答弁のとおり、通年で営業してよかったのではないのかと思っ

ています。 

 ２点目の見えてきた問題点ここですが、これも町長のご答弁のとおりと思いますが、駐

車場利用者の公平性、物価高騰による管理費の増加というところは議案の美浜町煙樹海岸

キャンプ場設置及び管理に関する条例のところで伺いたいと思いますが、しかし、大型連

休等に係る利用者の混雑や身体障害者等の利便性の向上などは対策が見えてない。 

 せめて多目的トイレは温水洗浄便座にできませんか。また、キャンプ場の東のほう、こ

ちらにトイレの新設とかは考えられないでしょうか。そこへトイレを造ることによって、

消火栓の増設とかという波及する効果も出てくると思うのですが、いかがでしょう。 

 ３点目の管理棟ですが、質問書でも伝えさせていただきましたが、無料で使っていただ
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いてどのようなことができるかを考えていきたい、その中で指定管理等そういうことも考

えるとのことでしたが、一般の方には使っていただいてないということですよね、１年間。

それはまたなぜでしょう。募集をかけたが応募がなかったとか、そういうことなんでしょ

うか。 

 また、来年度も町直営でとのことだが、指定管理の話はどのようになっているのか。 

 以上４点、よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 碓井議員の再質問にお答えいたします。 

 身体障害者用トイレにつきましては、後ほど龍神議員にもお答えいたしますが、ウォシ

ュレット対応の便器や背もたれとか、可動式の手すり等の改修は必要と考えていますので、

今後は進めていきたいと思います。 

 東側へのトイレにつきましては、やはり今トイレを造るとなれば、多目的トイレも一緒

に造らないと駄目なんですね。そうすると物すごく大きくなるというのがありまして、な

かなかキャンプサイトがまた小さくなりますので、そこはちょっと考えておりません。 

 あとですね、なぜ無料で使ってもらって、それはなぜかということなんですけれども、

この１年間ですね、本当に通年営業するに当たって、３年間閉鎖したときにコロナ禍でキ

ャンプがはやってきた、また一人キャンプもはやりだした。このまま閉鎖していたらお客

さんが美浜町に来てくれなくなるんではと不安があって、関係人口や交流人口の創出を考

えたとき、また、ふるさと納税で美浜町を知っていただくためにも、赤字を覚悟で通年営

業を始めたというのが本当です。これを１年間、本当にこの通年営業に力を入れてきまし

た。 

 管理棟についてのことは、また、それを１年間見て、何とかこう違う方向に行けたらな

というふうにも考えておりましたし、地域おこし協力隊員の１人の職員も奮闘もしてくれ

まして、コーヒーを販売する、コーヒー豆ですね、販売するようになってきたんですけれ

ども、いろんなことを試行錯誤しながら、まだまだそこまでいけなかったというのが現状

です。そこはもうご理解いただきたいなというふうに考えております。 

 指定管理につきましては、今のところはやはり会計年度任用職員２名も雇用しておりま

す、キャンプ場の管理につきましては。防災まちづくりみらい課につきましても、いろん

な業務を担当しているので職員数も増やしていますので、今のところこれでいけるのでは

ないかというふうに思っておりますので、町が直営でやっていきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ６番、碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） 今の町長のご答弁で、指定管理は今のところ考えてないというよ

うな解釈でよろしいですか。 

 それと、トイレ云々なんですけれども、確かに狭くなる、難しい。お金もたくさん要り
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ますし、難しいところはあるとは思うんです。ただ、いろいろ聞くに当たって、ハイシー

ズンのときはトイレの前に渋滞が起こっていると、それを解消するにはどういう。あそこ

のトイレの運用の仕方でも変えられるんかも分かりませんけれども、ただ遠くから歩いて

こないかんと。２か所、あっちの端とこっちの端というような形になったら、キャンプサ

イトの使用する方にとってもトイレの近くへとかとあんまり考えない。どこへ行っても大

体近いですよというような形になるんかなと。だから、広く使えるんではないかなという

ふうに考えるので。今ね、今、今、こうしてああしてくれと言ってもなかなか難しいと思

います。できれば前向きに考えていただいてというふうに思います。ここはもうこれでい

いです。ありがとうございます。 

 次、第２若もの広場について教えていただきたいと思います。第２若もの広場について

お聞きしたいと思います。 

 何年か前まで、第２若もの広場では、町のスポーツ大会などが開かれておりましたが、

今はどのような使用状況になっていますか。使用料金等も含めて、よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 教育長。 

○教育長（塩﨑善彦君） おはようございます。 

 碓井議員の２項目めのご質問、第２若もの広場についての現在の第２若もの広場の使用

状況はにお答えいたします。 

 まず、令和５年度の使用状況でございますが、グランドゴルフの団体が月曜日、火曜日、

木曜日、金曜日の午前中を、中学生の硬式野球チームが夏・冬・春休み以外では、月曜日

を除く平日は午後４時から午後７時まで、土曜日及び日曜日、祝日は１日と、それぞれ年

間を通して使用されています。 

 使用料金につきましては、従来より、両団体とも免除してきてございます。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（谷重幸君） ６番、碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） そしたら、再質問させていただきます。 

 第２若もの広場は通年において、よく利用されてるというふうに感じました。施設を遊

ばせておくより、はるかに有意義なことだと思います。 

 しかし、条例を見ますと、第２若もの広場の使用料金は、第１若もの広場の倍ぐらいに

設定されていますよね。これを全額免除ということの根拠は。 

 また、第１若もの広場はどのような運営になっているでしょうか。 

 それと、第２若もの広場を使用している方たちの車が特別養護老人ホームの駐車場を占

拠し、職員の駐車スペースがなかったり、特養の駐車場でキャッチボールをしていること

もあるようです。第２若もの広場の使用に関する指導はどのようになっていますか。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 教育長。 

○教育長（塩﨑善彦君） 碓井議員の再質問にお答えいたします。 
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 まず、若もの広場の運営でございますが、美浜町若もの広場設置及び管理に関する条例

及び美浜町若もの広場管理規則に基づいて運営をしてございます。 

 その中で、無料扱いにしているというその根拠ということでございますが、管理規則の

第１１条第５項目め、その他管理者において相当な事由があると認めるとき、全額または

半額免除という規定がございます。その規定に基づいて、町内中学生もその団体で活動し

ておりますので、そのことを配慮して無料扱いということにしてきてございます。 

 第１若もの広場の使用状況ということなんですけれども、どのぐらい年間を通じて件数

があるかというのは、ちょっと今ここに。 

 第１若もの広場の使用状況でございます。全体を通しましては、年間使用団体１３団体、

それから使用日数については延べ２４１日となってございます。利便性というんですか、

第１若もの広場のほうが活用状況については各種団体とも多い点は実態でございます。 

 それから、３点目のご質問でございますが、維持管理をしております公民館、そして教

育委員会事務局等々にも、議員がおっしゃられました情報というんですか、これは今のと

ころは入っておりません。ということで、今、議員のご質問を受けまして、実態について

調査をしまして対応してまいりたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ６番、碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） すみません、ありがとうございました。 

 第１若もの広場の件で聞きたかったのは、第２で使用料を取ってないと、第１も取って

ないんかなと、その辺のとこどうなんかなというのをちょっと聞きたかっただけです。 

 それと、特養、ここはもうね組合の施設ですよね。運動場、グラウンドというのは美浜

町の施設です。組合の施設にそうやって迷惑をかけるような、この前の土曜日なんかも職

員が止める場所がないと。土曜日はデイサービスもやってますんでね、車も入ってくるし、

救急車も来ることもあるし、というような状況だと聞きました。 

 私も一応確認のために、よくあることなんで行って写真に撮ったりとかもしているんで、

もし資料としていうんだったら見ていただいたらいいと思います。 

 そしたら、教育委員会のほうでは調べていただいて、今後、適切な指導をしていただけ

るというふうに取らせていただいてよろしいですか。 

○議長（谷重幸君） 教育長。 

○教育長（塩﨑善彦君） そのようにしてまいりたい、対応してまいりたいと思います。

特養に取りましても、使用団体に取りましても、どんなにいうんですか、お互い気持ちよ

くというんですか、そういう環境づくりというのは大事だというふうに考えますので、そ

のような対応をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○６番（碓井啓介君） 終わります。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員の質問を許します。８番、龍神議員。 
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○８番（龍神初美君） ８番、龍神です。 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただきます。 

 施政方針より質問いたします。 

 令和６年第１回定例会に当たり、開会日に町長より施政方針、全議案の提案理由説明を

伺い、当初予算４０億超えと大きな予算編成でありましたので、令和６年度で実施されま

す主要施策の中から質問をしたいと思います。 

 まずは、１月１日に発生しました能登半島地震により、家屋の倒壊などの甚大な被災を

目の当たりにして、耐震シェルター・ベッドの関心は高くなっていると思います。過去５

年間では、県の補助金を使った耐震シェルター・ベッドの補助事業の実績はないように思

いましたので、改めまして伺いたいと思います。 

 そこで、１つ目の質問です。県の耐震シェルター・ベッドの助成制度の内容はどのよう

なものですか。また、町のさらなる補助の内容はどのようなものですか。 

 次に、昨年４月１０日より通年営業を始めたキャンプ場について、今年度視察利用料の

改定により、身体障害者手帳を提出すれば利用料が減免される改正案が提出されています。 

 そこで、２つ目の質問です。現在の身体障害者用トイレですが、規格は以前のままです

し、便座の蓋もなく不衛生だと思います。健常者のトイレはきれいと喜ばれていると聞き

ます。公共施設として、今の身体障害者用のトイレでよいのでしょうか。お考えをお伺い

いたします。 

 次に、上下水道についてです。 

 上水道は、令和６年４月から料金改定により値上げされます。下水道は、平成３０年度

に公共下水道と農業集落排水の利用料を統一して、現在６年、経営基盤安定のため一般会

計から補助金及び出資金が欠かせない状態になっているため、利用料について検討される

とおっしゃいました。 

 ３つ目の質問です。現状はどうですか。また、今後の展望はいかがですか。 

 次に、子育て支援についてです。 

 現在、子育て世代包括支援センターにおいて、子ども及び妊産婦への切れ目のない支援

を行ってくれています。 

 ４つ目の質問です。令和６年度から、子ども家庭センターの設置を進め、令和７年度に

設置したいと言われましたが、今までとどのように違うのでしょうか。また、変わるので

しょうか。 

 次に、次世代野菜花き産地パワーアップ事業についてです。 

 県に採択を受けた事業へのかさ上げ補助として、県補助団の２分の１の補助を行ってく

れる事業です。次世代野菜花き産地パワーアップ事業は、水稲関係には使えなかったと思

います。しかし、県の補助対象外の事業に対して、事業費の３分の１を補助してくれる町

独自の事業があります。 

 ５つ目の質問です。この補助金を申請するための条件があれば教えてください。 
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 次に、和田地区圃場整備事業についてです。 

 今年度は、換地計画素案の作成や、県のほうでは国への事業計画書及び事業採択申請の

手続に取りかかるとのこと。県、町、農業者の皆さんのご協力の下、当初のスケジュール

どおりに進められています。 

 ６つ目の質問です。いよいよ難しく時間のかかる換地計画や担い手の農地集積計画の検

討作業に入るわけですが、手応えはどのようなものですか。また、課題はありますか。 

 以上６点についてお伺いいたします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 龍神議員のご質問、施政方針よりの１点目、県の耐震性シェル

ター・ベッドの助成制度の内容はにお答えいたします。 

 １月１日に発生しました能登半島地震による犠牲者の多くは家屋倒壊などにより亡くな

られたということで、美浜町においても、まずは命を守るためには、倒壊による死亡を防

ぐ取組が必要であると考えています。 

 耐震シェルター・ベッドの定義につきましては、耐震診断の結果、上部構造評点が１．０

未満と診断された木造住宅において、地震発生時に当該住宅の倒壊から当該住宅に居住す

る者の命を守るために、住宅の１階に設置されるシェルター及びベッドということになり

ます。 

 まず、耐震シェルターとは、居住室の内部を鉄骨や木材で補強し、地震により住宅が倒

壊しても安全な空間を確保するもので、地震時に避難が困難な方にとって、そのまま部屋

で過ごすことができるものであり、生活の中心となる部屋に設けることが望ましいもので

あります。また、耐震ベッドとは、ベッドの置かれた空間のみを補強し、地震により住宅

が倒壊しても安全な空間を確保するもので、地震時に避難が困難な方にとって寝たまま安

全を確保するものであります。 

 そこで、和歌山県の助成制度の内容につきましては、耐震シェルター・ベッドの購入及

び設置工事に要する経費等の３分の２、最大２６６千円を補助するという制度であります。 

 今回、県の制度に当町もシェルター、ベッドの購入及び設置工事に要する経費等の３分

の１、最大１３３千円を追加し、１件につき最大３９９千円を補助させていただくもので

ございます。 

 ２点目、煙樹海岸キャンプ場の身体障害者トイレはこのままでいいのかにお答えいたし

ます。 

 コインシャワー及び身体障害者用トイレについては、平成６年度に設置工事を実施して

います。しかし、経年劣化により各施設ともに老朽化が進んでおりますが、今まではゴー

ルデンウイークとお盆の年２回のキャンプ場運営であったため、修理、修繕を行いながら

運用してまいりました。 

 そこで、今回の通年営業を始めるに当たり、先行して令和４年度に新型コロナウイルス

感染症対策として、まずは健常者用トイレ洋式化を行ったところですが、身体障害者用ト
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イレ、シャワー室、洗い場及び窯場についても経年による劣化が進行しておりますので、

キャンプ場へお越しのお客様からのお声やアンケート結果等も参考にしながら、順次改修

等を進めていければと考えてございます。 

 ３点目のご質問、下水道使用料の現状について今後の展望はにお答えいたします。 

 下水道使用料の現状は、人口減少や節水器具の普及等により減少しており、この傾向が

続くと考えています。 

 今後の展望につきましては、減少傾向に加えて物価及び人件費の上昇による経常経費の

増加が見込まれるため、将来的に料金改定が必要になると予測されます。料金改定の時期

ですが、業務の見直し、基金の活用、社会情勢等を考慮し検討したいと考えてございます。 

 ４点目のご質問、子ども家庭センターについて詳しくにお答えいたします。 

 子ども家庭センターは、全ての妊産婦、子育て世代、子どもに対し、母子保健・児童福

祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として設置いたします。 

 子ども家庭センターの役割といたしましては、母子保健・児童福祉の両機能の一体的な

運営を通じて妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援、子どもとその家

庭の福祉に関する包括的な支援を切れ目なく、漏れなく提供すること。課題、ニーズを、

母子保健・児童福祉それぞれの専門性を生かし、合わせることでより深く酌み取ること。

個々の家庭の課題、ニーズに応えるために、家庭支援事業を中心とする必要なサービスや

地域資源を有機的に組合せ、サポートプランとして必要な支援内容を組み立てること。サ

ポートプランに沿った支援が適切に提供されるよう関係機関のコーディネートを行い、継

続的なマネジメントを実施すること。地域全体のニーズ、既存の地域資源の把握を行うと

ともに、地域資源を開拓し、地域内の子育て家庭へ必要な支援を着実に提供できる体制を

整備することとなっています。 

 業務といたしましては、（１）地域の全ての妊産婦・子育て家庭に対する支援業務、

（２）支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援業務、（３）地域における体制づくりの

ほか、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務等がございます。 

 議員ご指摘の、今までとどのように違うのでしょうか、また変わるのでしょうかですが、

当町のような小規模な市町村においては、母子保健や児童福祉については、以前より連携

して実施できており、要保護児童対策地域協議会についても、令和４年度より担当課を変

更しております。 

 変更点といたしましては、支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援として、サポート

プランを作成していくことが必要なこと、統括支援員の配置が必要となること、幅広い関

係機関との具体的な連携関係を構築することなどが挙げられます。 

 ５点目のご質問、次世代野菜花き産地パワーアップ事業対象外の町独自の事業とはにお

答えいたします。 

 和歌山県次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱では、対象区分は生産性

の向上、施設園芸の拡大、環境負荷の低減で、補助率は消費税及び地方消費税を除く補助
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対象費の３分の１となっています。主な補助対象経費は、生産性の向上ではスマート農業、

省力化機械高品質化につながる機械設備、施設園芸拡大では、ハウスの高度化、省エネ機

器、育苗施設また環境負荷の低減では、環境負荷低減につながる機械設備などとなってお

ります。 

 さて、美浜町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱では、和歌山県の採

択を受けた事業に対し、県補助残の２分の１（対象経費の３分の１）の補助金を交付して

います。また、町単独分として、施設園芸拡大事業で和歌山県次世代野菜花き産地パワー

アップ事業基準に該当しない事業であって、ハウスの高度化、省エネ化を図るため、特に

町長が必要と認める事業に係る経費、例えば、施設園芸専用換気扇や吸気口専用電動シャ

ッターなどについて、事業実施者に対し事業費の３分の１の補助金を交付しております。 

 ６点目のご質問、和田地区圃場整備について、換地計画、農地集積計画の検討作業に入

るが、手応え及び課題はにお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、今回の換地計画素案作成の予算計上に当たり、担当課長からは、

事業実施に向け、これからは幾つものハードルを皆さんと共にクリアしていかなければな

らないと伺っています。換地計画素案の作成の前に、まずは、和田地区圃場整備推進委員

会ご協力の下、換地委員会や評価委員会を組織しなければなりません。事業同意に関して

もしかりでございますし、換地計画案作成に至るまでには詳細な部分で様々な事柄におい

て調査、協議が必要となってくると考えられます。 

 これら一つ一つに対し、和歌山県、美浜町、農業者が一致団結して進めていかなければ

なりません。また、圃場整備を経験した方に伺うと、地域のまとまり、事業同意、これを

機に農地を手放す地権者が増加し、これを受ける担い手不足に陥ること、しっかりとした

営農計画を立てられるかといった部分が課題であるとのことです。 

 まだまだこれからではございますので、手応えではなく手探りの状態でありますが、農

業者の熱意を受け止め、叶えるためにも、和歌山県と共に事業実現に向けて農業者のサポ

ートをしっかりと行っていきたいと考えてございます。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 再質問に入らせていただきます。 

 １つ目の質問、県の耐震シェルター・ベッドの助成制度の内容ですが、耐震診断結果、

上部構造評点１．０未満と診断された木造住宅において補助されるもので、県の助成制度

では、購入及び設置工事に要する経費等の３分の２、最大２６６千円に、当町も同様の条

件で最大１３３千円、１件につき最大３９９千円を１０件分予定してくれているとのこと

で、町長のスローガンであります「一人の犠牲者も出さない災害に強いまちづくり」の根

本である住民の命を守るという使命に直結した施策で、設置費用の心配が薄れ、住民の皆

様も耐震補強を検討するきっかけになると思います。大変評価いたします。 

 必然的に対象住宅は、平成１２年５月３１日までに着工した木造住宅ということになり

ます。町内には対象住宅がかなりあると推測します。そこで、この制度を使ってもらえる



令和６年美浜町議会第１回定例会（第２日） 

 

 

 
35 

ように、広報活動が大切になると思います。施政方針でもおっしゃっていました。町民に

周知徹底を行い、設置希望者を増やしていきたいと。 

 そこで、１つ目の質問です。周知徹底をどのようにしていかれますか。また、希望者が

多く、予算が足りなくなった場合は、どのような対応になりますか。 

 ２つ目に入ります。 

 ２つ目の煙樹海岸キャンプ場の質問については、お客様のお声やアンケート結果等を参

考にしながら、順次改修等を進めていければということでありますので、皆様の希望に沿

ってより快適に過ごせるような煙樹海岸キャンプ場にしていただきたいと願います。 

 そこで、２つ目の再質問です。身体障害者用トイレの便座だけでも、優先順位１番で対

応する考えはありませんか。 

 ３つ目の質問です。 

 近年の物価高騰や人口減少等により、今年度の国民健康保険税、６年度には介護保険料、

後期高齢者医療保険料に上水道料金と軒並み値上げで、住民さんの生活はますます大変に

なってきます。とはいえ、今のサービスの持続を可能にするには、町一丸とならなければ

保たれないのも現実です。理屈では分かるのですが、上水道の給水量は下水道の有収水量

と直結している以上、上水道の値上げは下水道の値上げを連想してしまうのです。 

 そこで、３つ目の再質問です。施設の維持管理等、ご苦労されていると聞き及んでおり

ます。これ以上の業務の見直し、また、基金の活用等でこの状態をもう少し保てると考え

てよいのでしょうか。その根拠を簡単にお聞かせ願います。 

 ３つ目の質問ですが、本町は、既に子ども家庭センターにうたわれている包括的な子育

て家庭支援体制の構築は進められていると理解しました。 

 そこで、４つ目の再質問です。統括支援員の配置が必要となることと伺いました。統括

支援員は、子育て世代包括支援センター、子ども家庭総合支援拠点に配置される職員の資

格、例えば、子ども家庭ソーシャルワーカーなどを有している者や十分な経験がある者が

望ましいとありました。そのあたりいかがですか。 

 ５、６の質問をまとめます。 

 和歌山県次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金は、施設栽培や露地栽培に従事さ

れている農業者の皆様にとても喜ばれております。また、美浜町次世代野菜花き産地パワ

ーアップ事業補助金は、和歌山県の採択を受けた事業に対し、連動で補助が受けられます。

６年度は、県に採択を受ける予定の１５事業のかさ上げ補助が予定されております。また、

施設園芸拡大事業として、県補助対象外での５事業に対しても、事業費の交付が予定され

ています。皆様とても喜んでおり、やりがいを持って野菜栽培に励んでおります。 

 水耕栽培は、和田地区圃場整備事業が計画どおり進めば、町長のおっしゃるとおり、こ

れからの作業は農業者の皆様が将来を考え、水耕栽培の未来も考えながら作業に取り組ん

でいくことと思います。また、これを機に農地を手放す地権者が増加するのは避けられな

いとも思います。担い手も集積集約作業ではっきりしてくるでしょう。今以上の面積を個
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人で担うにも限界があります。また、和歌山県では、水耕栽培関係施設の補助事業が少な

く、皆様は、和田地区圃場整備事業の実現と熱意と使命感で水稲栽培に励んでくれていま

す。ありがたく思います。 

 この現状の打開策として、昨年の第２回定例会での松下議員が質問されました集落営農

や法人化の考え方に行き着くんであります。そのときのご答弁にありましたように、農業

者が積極的に話合いの場を持ち、危機感を持って取り組む気持ちにならなければ、行政が

指導しても進まないのは理解しています。 

 ５つ目です。質問です。町長の水稲栽培政策としては、まず、和田地区圃場整備事業に

より、仕事がしやすく、作り手にとって魅力ある農地の実現ですが、ソフト面として水稲

栽培の今後について、県やＪＡなどの関係や営農指導員に意見を聞く機会をつくっていた

だいたり、全国の成功事例などを研究していただき、農業者の方々が助けを求めて来たと

きにはサポートしていただけるような体制を検討していただく政策も考えていただけませ

んか。 

 以上５点について、お考えをお伺いいたします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 龍神議員の再質問についてお答えいたします。抜けてたらまた

言うてください。 

 １点目、周知徹底をどのようにしますか、予算が足りなくなったらどうしますかという

ことでございます。 

 もちろん、広報では、年に１回しているんですけれども、もっと広報を増やしていきた

いということと、サロンでのやっぱり出張講座でしっかり高齢者にも訴えていきたい。こ

れもう毎回やっているんですけれども、まずはその無料である耐震診断、それを進めてい

ただきたいということをしっかり言っていきたいなというふうに思っております。もう希

望者が増えれば本当に私もうれしいことですので、増えれば、また補正をお願いしたいと

考えてございますので、そのときはよろしくお願いいたします。 

 ２点目の身体障害者の便座だけでも一番にやってほしいということですが、県では平成

９年度に福祉のまちづくり条例が施行されました。トイレについても、トイレを新設する

場合については基準が記載されています。今の何ｍ×何ｍというような基準があるんです

が、予算計上の際、その基準に沿わないといけないというふうに、私たち、担当課とも思

っていまして、そしたら場所が難しいなというふうに協議していたんです。 

 また、再度ですね、県に確認しましたら、平成９年度以前にできたものは適用しないよ

と、そのまま使えるんだよというふうに回答を受けました。よって、今後は今の場所にや

っぱりウォシュレット対応の便器、背もたれの設置、可動式の手すり等の改修を進めてい

きたいというふうに考えています。蓋のほうなんですが、身体障害者については、蓋はつ

いておりませんので、そこはちょっとご了承いただきたいと思います。 

 あと３点目、施設のこれ以上の業務の見直し、基金については、後ほど課長から説明さ
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せていただきます。 

 あと、子ども家庭センターの４点目の統括支援員の配置が必要ということで、十分な経

験のある者とあるが、いかがですかということなんですが、今後、保健師が資格の受講を

受ける必要があります。要保護児童対策地域協議会の調整役というのも、以前、保健師と

か保育士が、これの受講を受けて今そういう対応をしておりますので、同じような受講を

受ける必要があります。それを受ければ、保健師が担えるということでございます。 

 あと５つ目、水稲栽培の今後についてでございます。 

 先ほども龍神議員、再質問の中にもおっしゃっていただきましたけれども、やはり将来、

法人化を考えていかなければならない時期が来るかもしれません。そのときになれば、私

どもも、またサポートしていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 下水道料金の関係の再質問についてお答えします。 

 担当課では、できるだけ長くこの料金を維持したいということで考えております。その

中で業務の見直し、基金の活用ということで挙げさせていただいているんですけれども、

業務の見直しについては、機械設備であるとか機器関係の更新のサイクルをできるだけ長

くできないかなということを一つ考えています。 

 もう一点として、今、管路清掃という格好で維持管理業務を行っているんですけれども、

そのサイクルについても少し長くできないかなというふうに検討をしているところです。 

 もう一点、基金の活用ということですけれども、今、下水道に関係する基金として、公

共下水道事業基金、農業集落排水事業基金という２つございまして、両方、３月の初めの

ほうの基金残額が、両方足して２６，０００千円程度ございます。この基金で例えば物価

の高騰分であるとかというのを補塡して、できるだけ長く料金を維持したいというところ

を考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 再質問に入ります。 

 １つ目の、広報のことです。 

 広報サロン、耐震診断の無料を使っていただいて、より効率的にということでした。私

もそれ耐震診断を受けてもらったら、やっぱり上部構造評点ですか、１．０未満、あれも

私、今回質問するのにちょっと調べてみましたら、なかなかちょっと１．０というのはハ

ードルが高いなと思って。ほいで、０．４とか７だったら、やっぱり耐震補強は物すごい

金額になってくるというのも調べたらありましたので、ぜひこの耐震シェルター・ベッド

を使っていただきたいというのは、同じ考えでございます。 

 でも、私、これを調べるのにやっぱり紙の上でだけでは、ちょっとやっぱり感覚がつか

めなくって、もしこんなことが、よその市役所とかだったら、それを何か借りてきて展示



令和６年美浜町議会第１回定例会（第２日） 

 

 

 
38 

したりしてどんなものかなというのをやっぱりちょっと感覚で見せてくれる、全国には市

役所もございました。 

 そこまでせえとは、私は言わないんですけれども、自主防災会の何か機会がありました

ら、そういうところへもちょっと見に行ってもらう機会をもしつくっていただけたら、こ

う手で触り、大きさの間隔をやっぱり見てもらったら、それが各地区へ、１２地区へ流れ

ていくと思うので、そういうような機会もちょっと考えていただければなというのを、ち

ょっと私、思ったので、これをちょっと一つ質問とさせていただきます。 

 それと、２番目の便座です。よく分かりました。これを粛々と進めていっていただけれ

ばと思います。お願いいたします。 

 それと、今度、４つ目の先ほど課長が言われました維持管理のより長くやろうと努力し

てくれているという。とても私、住民さんにとってはうれしいことだと思います。 

 値上げは、もう要るものは要るものなんで仕方がありません。でも、今やっぱり今の時

期というのはすごくやっぱり敏感になっておりまして、私も５年は値段そのまま、料金は

そのままでというお話を聞いてて、６年過ぎ、７年過ぎて、いつどんなになるか分からな

いというのがちょっと心配でありました。でも、今のお話を聞きますと、やっぱりより努

力していただけて、長くもたせてくれるというお話を聞き、住民さんも、安心しましたし

力強いと思います。どうかそのように、できるだけみんなも協力してまいりますので、担

当課についてはよろしくお願いいたします。 

 それでは次、保健のほうですけれども、保健師の人が今どんどん資格を取っていただい

てるていうのを聞きまして、再度またそういう経験のある人を雇用しなくてはいけないの

かなとちょっと私、思ったんですけれども、今の既存のメンバーで頑張っていただいてい

るということで、別に安心ということはないんですけれども、そういうふうにしていただ

けるのであれば、仕事内容がハードでない範囲の中で努力していただければと思います。

私、これも納得しております。 

 それと次、５番、６番の法人化です。 

 町長も、法人化のこともそういうふうなときが訪れたら、町としては最大限にサポート

をしていっていただけるというように、私は今のお答えで納得しております。 

 そこで、その和田地区の圃場整備の事業がやっぱり順調に進めば、やっぱり完成は令和

１２年と聞いてございます。集積・集約化が進めば、担い手の規模がやっぱり拡大し、６

年先、個別経営が本当に心配になってくるんです。町長もおっしゃっていただきました法

人化も、やっぱり絶対避けて通れない問題がもう目の前に来ているようにも感じます。そ

こで、経営の持続化、規模拡大への対応、高品質低コスト化などを考えたら、やっぱりス

マート農業を積極的に取り入れていかなければ、水耕栽培の未来は、やっぱり私はもうち

ょっと今の時代だったら見えてこないのかなて思ってございます。 

 そこで、岸本和歌山県知事の公約、この間の選挙の公約の一つに、農林水産業の振興と

ありました。農業遺産や農学部の創設などで農業や林業、水産業など一次産業を活性化す
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るために、デジタル化や若者の働きやすい法人形式の事業運営を応援しますとあったんで

す。 

 そこで、これは質問ではないんですけれども、町長には、岸本知事にお会いできる機会

が多分あると思います。そのときに、和歌山県は野菜花きばっかりじゃなくって水稲もあ

るんだよと、幅広い農業の支援をお願いしたいと、ちょっと一言言っていただける機会が

あればお願いしたいんですけれども、町長のお考えを伺い、これで終わりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 龍神議員の再々質問にお答えいたします。 

 自主防災会などで見てもらう機会があったら１２地区にということなんですが、実は今

年１月の区長会で、徳島と神戸のほうの防災センター等、視察へ行ってきました、私も一

緒に行ってきました。そのときに、ベッドもシェルターも皆さんで見てきました。それは

やっぱり私も見たので、今回のやっぱりこの１月１日の地震を受け、やっぱりこれが大事

だなというふうに感じましたので。参加された区長の皆さんは、皆さん見ていただいてま

すので分かっているかと思います。 

 それと、水稲のことも、知事に会ったら言ってほしいよということです。知事も、第一

次産業、一丁目一番地だということで公約に挙げられていました。またお会いすることが

あれば、美浜町の現状についても少し話できたらなと思っております。 

 以上です。 

○８番（龍神初美君） これで質問を終わります。 

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。 

 再開は１０時１５分です。 

午前九時五十八分休憩 

   ―――・――― 

午前十時十五分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 ４番、松下議員の質問を許します。４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 議長からの発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして

一般質問させていただきます。 

 今回の能登半島地震は、１月１日、そして午後４時という１日のうちで一番気が緩んで

いるんじゃないかなという時間に発生いたしました。発生から丸２か月たった現在でも、

水道、道路、仮設住宅等の整備の遅れがマスコミ等で報じられています。 

 能登半島は、地形的に紀伊半島の特に紀中・紀南に類似していると言われ、道路等の分

断が同様に予想されます。道路が狭かったりして、被災者の生存率が落ち込むとされる

７２時間までに安否確認や救助活動、水、食料等の輸送が妨げられています。ハードの脆

弱性、減り続ける人手、細る地域のつながりなど、様々なことを考えさせる出来事であり
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ました。他人事ではなく、美浜町は大丈夫なのか、まだまだ防災関連の施設の整備が必要

ではないか。今後は、再度今回の教訓を基に、再検証が必要であると強く感じているとこ

ろであります。能登半島での被災地域の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈りいたしま

す。 

 では、質問に入ります。 

 １つ目です。煙樹海岸活性化基本構想の中の水産加工販売施設について伺います。 

 こういった施設については、結構維持が大変ではないかと言われています。販売につい

ては、人々が買物に来てくれる目玉となる品物、例えば新鮮な海産物や野菜とか、こうい

った品物があってこそお客がつき、にぎわうものであると思います。この施設をやるので

あれば、やってよかったと言える施設になるよう、町も漁業振興に今まで以上に力を入れ

てやってくれるものと考えております。 

 この施設を計画するに当たり、概算費用の見込み、財源はどうなっているのか、品物の

調達、経営等についてどうしていくのか、いま一度、町長からお考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の１項目のご質問、煙樹海岸活性化基本構想の中の水

産加工販売施設についてのこの計画に当たり、概算費用の見込み、財源はどうか、品物の

調達、経営等についてどうしていくのかにお答えいたします。 

 防衛施設周辺整備助成事業計画調査業務において、拠点となる施設整備等により漁村の

活力の向上を目指すとして、関係者と協議を重ね、水産加工販売施設を計画し、当該施設

の費用便益分析を令和４年度に行い、現在は建設工事の設計業務を行っております。 

 議員ご質問の概算費用につきましては、用地費は約３６，０００千円。建設費は２億

６０，０００千円を試算してございます。設計費及び建設費の財源につきましては、防衛

施設周辺整備助成補助金、補助率３分の２及び補助残３分の１を過疎対策事業債で、また

用地購入費につきましては全額過疎対策事業債をそれぞれ充当したいと考えています。 

 販売物の調達につきまして、主たるものは、紀州日高漁協からと考えています。 

 最後に、維持するのが難しい経営等はにつきまして、運営形態は、指定管理者の指定を

行いたいと考えてございます。また、将来的な経営につきまして、現在、防衛省近畿中部

防衛局及び漁業関係者と一つ一つ慎重に協議、調整を行っているところでございます。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 概算費用ですが、この補助金を使った場合、３分の２の補助、

１億７０，０００千円ぐらいですか、補助残が用地込みで約１億２０，０００千円から

３０，０００千円。それを過疎債７０％ということで、実質の持ち出しが大体３７，０００千

円程度かな、そのぐらいになりますよね。持ち出しが案外少ない。３７，０００千円が少

ないかどうかというのもありますけれども、案外少ない。 

 この施設、結構なことだと思いますが、この補助金、防衛施設周辺整備助成補助金です
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か、これはたしか、今回は漁業振興のためにだけ使われる補助金だと理解しております。

だから水産加工販売施設になるんですよね。品物の調達も紀州日高漁協からということで

すが、しかし、単純な疑問なんですけれども、漁協は調達できるほど水揚げは実際、現在

あるのですか。ここ数年は不漁続きであると聞いていますが、町では、これから新たな漁

業振興策等は持っていますか。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の再質問にお答えいたします。 

 ここ数年、不漁続きというのは、全国的なものではないかなというふうに思っておるん

ですが、今、イセエビの刺し網をやっていただいたり、いろいろと試行錯誤しながら農業

振興に取り組んでいただいております。棒受け網の試験操業も実施すると聞いております。

町としてはそういうことですので、漁業者にも寄り添っていきたいなというふうには思っ

てございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 産品加工販売施設としてやっていくには、やっぱり農産物、例え

ばキュウリとかトマトとかイチゴ等を売りたいような気が。いや、売りたいですよね。 

 この補助事業、基地周辺整備は、いろいろ制約があると思います、この補助金に関しま

しては。ほかに補助金、例えば、道の駅に関連の補助事業とかは考えていませんか。 

 また、経営については指定管理者ということでございますが、町長の頭の中ではどんな

業者がベストかと考えていますか。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の再々質問にお答えします。 

 ほかの補助金は考えていないかということですが、先ほど道の駅というお話もありまし

たけれども、当初は、このことを考えるときに、担当課長なんかも道の駅の話というよう

なことも考えてくれてました。当町の通行量では道の駅の事業採択は難しいというふうに

聞いてございますし、基地周辺整備の補助率のほうがよいということで、もう周辺整備の

この補助金をするということで決定しております。 

 指定管理の件なんですけれども、できれば、今は紀州日高漁協と考えてございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 紀州日高漁業組合ですか、考えているということで、これから一

つ一つ慎重に協議、調整を行っていってほしいと思います。 

 この施設を造るんであれば、ねえ立派なというか、ねえ人々がたくさん来てもらえるよ

うに、やはりねえ町のほうも努力してほしいと考えております。この質問は、もう以上で

す。 

 次いきます。 
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 ２番目、煙樹海岸活性化基本構想の中の第１若もの広場の再整備について伺います。 

 グラウンドに人工芝、テニスコート、ゲートボール場、そして駐車場の整備といった美

浜町のスポーツの拠点となる立派な施設であると思います。 

 以前に委員会等で説明も受けましたが、今もらっている資料が出るまでは、２億要んの

かい、３億要んのかい、またそれ以上要るのか、費用がはっきりしていませんでした。一

体、概算費用は幾ら見込んでいるのか。財源はどうか。どこまで整備する考えなのか、町

長にお聞きしたい。 

 また、地震、津波がかなりの確率でいつ起こっても不思議でないと言われています。最

近では、能登半島地震もございました。道路、水道等のインフラの崩壊、仮設住宅、ボラ

ンティアの受入れの遅れ等が言われている中、美浜町では、まだまだ防災関連の整備が必

要だと思われる中、何億必要になるのか分からないこの整備事業を今する必要があるのか。

厳しい言い方になりますが、その必要性をお聞きしたい。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の２項目のご質問、煙樹海岸活性化基本構想の中の第

１若もの広場再整備についてのこの事業の概算費用の見込みは、財源はどこまで整備する

考えなのか、この事業を今する必要はにお答えいたします。 

 現在、第１若もの広場の再整備に関しましては、各施設をどのように配置していくかを

検討しているところであり、今後は、算出された概算工事費を参考に、利便性と経済性を

比較衡量しながら、最終的な配置と改修内容を決定することとなります。 

 お手元に配付させていただきました資料の内容につきましては、予定より約１か月早く

概算工事費の算出を依頼したものであり、設計業者からの説明もまだこれからでございま

すが、工事費が非常に高額となっていることを踏まえますと、今後は、建設コストの削減

に主眼を置き、つぶさに精査していかなければならないと認識してございます。 

 現時点においては、概算工事費を少なくとも約４億５３，０００千円程度にまで削減す

る方向性を教育課が示し、今後、各種検討を設計業者と進めていく予定となってございま

すが、さらなる削減の余地はないか、その動向をしっかりと注視し、最終的には、そのい

かんによりしかるべき判断をいたす所存でございます。 

 次に、財源についてでございますが、スポーツ振興くじ助成金が上限額の４８，０００

千円、残りはほぼ全額、過疎債を活用し、一般財源はごく少額と見込んでいます。 

 最後に、この事業を今する必要はということでございますが、松下議員のご質問の趣旨

は、優先順位としてどうなのかということであると存じます。 

 スポーツの振興は申すまでもなく、青少年の体力と豊かな人間性の育成、住民の健康増

進や体力保持、地域住民の交流促進と地域コミュニティーの活性化が図られるという側面

があります。特に、高齢者の健康増進や体力保持に欠かせないのではないかと考えます。

グラウンドの人工芝生化は、グラウンドコンディションを気にすることなく利用すること

ができるようになります。また、テニスコート、ゲートボールコートを移設することによ
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り、吉原公園内での長年の地盤沈下の問題は解消されます。 

 このように、第１若もの広場を再整備することにより、住民の方々にストレスなく各種

のスポーツを楽しんでもらえるものと考えてございます。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 私もスポーツマンです。こういったグラウンドに人工芝、テニス

コート、ゲートボール場を整備し、天候等に左右されないコンディションで野球とかをプ

レーしたかったと思います。 

 しかし、前に受けた説明では３億２５，０００千円の事業費見込みであると聞いていた

のですが、うわさでしか私たちには分からなかったわけでございます。１０億円近く要る

のではないかとか言われていました。それで、この前全協でしたか聞いたのでは、聞けま

せんでした。幾らかかるか分からないものには、賛成もできないと思います。今もらった

資料があったらよかったのになって、今思っております。もっと、このことについては、

町長、情報が欲しかったと思います。そうすれば力になってくれる人もおります。しかし、

このことについて、分からないことがどうなっているのか、分からないことが多過ぎた。 

 また、最近の能登半島地震で、インフラ等の防災対策の重要性が再認識されています。

今回そういったことでこの質問になったわけですが、やはり、地震、津波が心配です。住

民の方々のストレスなく、スポーツを楽しんでもらえるのは大変結構なことだと思います

が、その一方、その災害に対して住民の方々のストレスはどう考えていますか。 

 最近のマスコミでは、南海トラフ地震の発生確率が話題になっていますが、確率が７０

から８０％が、仮に２０％に落ちたところで、いつでも来いと言える準備は必要だと思い

ます。避難施設、道路狭小、水道等のインフラ等、美浜町では、まだまだ防災関連の整備

が必要だと思いますが、この再整備に、もう一方のストレスはどう解消していくつもりな

のか、町長にお聞きしたい。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の再質問にお答えします。 

 防災関連について、まだまだじゃないかということですけれども、私ども、防災関連に

ついても全く進めていないということではないと思っております。もちろん、道路につい

ても拡幅も今進めておりますし、水道等についてももちろん修繕や更新も行っていきます

し、避難所においても必要な備蓄等、種類を増やしていますので、それはご理解いただき

たいなというふうに思っております。 

 ただ、町として、防災ばかりじゃあ、するのかといったら、町も活性化しないのではな

いかと。若い方が住んで楽しいことも必要ではないかというふうに感じますので、やはり、

いろんな面から考えて、いろんなことをやっぱり進めていきたいと考えておりますので、

そういうことでは避難所においてもこれからもどんどん必要なもの、派遣職員が戻ってき

ましたら、どういうことが課題であったかというふうな報告も受けておりますので、やっ

ぱりそれを参考にしながら進めていきたいと思っておりますので、それはご理解いただき
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たいと思います。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） よく分かりました。 

 最後に、この人工芝なんですけれども、耐用年数は把握できていますか。この事業では、

資料からですけれども、芝生だけで約２億１０，０００千円ぐらいかな、そのぐらいかか

ると思います。耐用年数が経過すると、張り替えがもちろん必要になってくると思うんで

すけれども、張り替えの時期には毎回それ以上金額が必要になってくるのではないでしょ

うか。維持管理費用が毎回必要になってくるということを、そこら考えていますか。 

 また、この第１若もの広場は、たしか震災時の瓦礫置場に指定されていますよね。そう

なれば芝は大変傷んでしまうと思う。その前に津波でやられてしまうかもしれません。そ

こまで考えれば何もできない。事業はできないということにもなりますが、そこらはどん

なに考えておりますか。 

 そして、もう一点なんですけれども、費用はそんなに要らんように、過疎債を使うたら

あんまり要らんでということなんですけれども、ざっとこの４億５０，０００千円とした

ら、町の持ち出しが１億２０，０００千円ぐらいですか。それが少ないか多いか、１億

２０，０００千円というのも結構大変な金額ですよね。 

 そこらで、先ほど碓井議員も第１若もの広場の料金のことをちょっと聞いたように思う

んですけれども、それ答えてたんかな。その料金はいいんですけれども、こんだけの高い

費用で整備するんやから、もちろんその料金も今までどおりいくのかどうか、そこらをお

聞きしたいと思います。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の２項目めの再々質問にお答えいたします。 

 人工芝の耐用年数につきましては、メーカーに聞いておりますところ、耐用年数は１５

年程度と聞いてございます。また、耐用年数が経過しても、全面を一律に張り替えするこ

とはしないと聞いております。劣化が著しいところなどを部分的に対処していくなど、状

況に応じた対応をすると伺っております。 

 瓦礫置場になっているんじゃないかということですが。本当に先ほども議員おっしゃっ

たように、津波が来ると、もうこの施設も多分それどころではなくなっていると思います。

もちろん、だからそこは広いところですし、やはり瓦礫置場に使っていきたいというふう

には考えはもう変わりません。 

 あと、費用のことについてですが、今の出ている４億５０，０００千円程度のことです

が、私も素人考えで３億円程度と思っておりましたので、どんどんこう費用が膨らんでき

たことには驚いております。だから、もう少し、やはり財政ともいろいろ思うところもあ

りますし、これからもう少し下げていけるかどうかというのを業者とも協議しながら進め

ていけたらなというふうに思ってございますので、やはり先ほどもお答えしたように、コ

ストの削減ということを精査していかなければ実現できないというふうにも自分にも思っ
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ているところですので、そこら辺はしっかりできたらなというふうに思っております。 

 以上です。 

 料金につきましては、今の料金体制というのは思っておるところなんですが、ちょっと

いろんなスポーツが寄ってきますので、また担当課とここは協議していきたいというふう

に考えております。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 分かりました。いろいろ情報をいただいて、私たちと一緒に考え

ていきたいと思いますので、今後よろしくお願いします。で、今の質問はこれで終わりま

す。 

 最後です。煙樹海岸活性化基本構想の中の林内遊歩道の整備について伺います。 

 煙樹海岸活性化基本構想の中に林内遊歩道の整備が盛り込まれていたのですが、大変よ

いことだと思っていたところだったんですが、以前に委員会等での説明を聞いた限りでは

何も新しいものはなく、今までどおり管理していくとのことでありました。それなら構想

に載せる必要があったのか、非常にがっかりしました。 

 以前にも一般質問で遊歩道の整備を質問させていただきましたが、もっと松林に力の入

った積極的な整備をしてほしいです。健康増進等に活用されることを期待いたします。そ

れとも、ほかに何か計画があって、ここの基本構想の中へ載せているんですか。伺います。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 松下議員の３項目めのご質問、煙樹海岸活性化基本構想の中の

林内遊歩道の整備について、この構想に載っているが以前の説明では今までどおりとのこ

とである、この構想に載せている理由は何か、ほかに計画はあるのかにお答えいたします。 

 この件につきましても、先日の全員協議会でご説明させていただきましたが、煙樹ケ浜

保安林で最も重要な目的、役割である潮害防備保安林の機能だけではなく、保健保安林の

機能としてもっと活用できないかといった視点から、煙樹海岸活性化基本構想に取り入れ

たものでございます。 

 林内の既存遊歩道の改修や新設により、林内散策、健康ウオーキング、林内でのマラソ

ンやトレーニングなどに活用していただき、皆様の健康増進に努めるとともに、林内に入

りやすくなることで環境美化や薬剤地上散布などの保全活動の効率化等も付随効果になれ

ばとの思いでございます。 

 キャンプ場もキャンプブームと言われる中、通年営業で多くの方の利用がございました。

県道からキャンプ場への道路も整備できたらと思いますが、全てにおいてすぐにとはいき

ません。これは、少しずつでも計画的、複合的に整備を進め、文字どおり煙樹海岸の活性

化、ひいては美浜町の活性化につなげていければと考えてございます。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 美浜町のシンボルである煙樹海岸松林、この松林に一人でも多く

の住民の方が林内に入り、親しんで利用される、また、健康保安林として利用していただ
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くことは、今後にとっても大変喜ばしいということであります。多くの住民の方が林内に

入っていただき利用していただければ、もっと保安林をこうしていこう、ああしていこう

というような活用が見えてきます。また、保護活動への興味も増してくるものだと考えて

おります。ぜひ、すばらしい計画を立てて整備していただきたいものです。 

 町長の施政方針にも、煙樹ケ浜などの美しいまちを守りとありますね。煙樹ケ浜という

のは、松林があってこそ風光明媚になるのであります。その松林を、もう少し松にこだわ

って整備しませんか。美浜町は、松へのこだわりが大事と考えますが、町長はどう思いま

すか。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） ３項目めの再質問にお答えいたします。 

 今、松下議員おっしゃったように、松って、本当に大事だというのは、やっぱり美浜町

民皆さん思っておられると思うんです。私もどこへ行っても、やっぱり私の町の自慢は、

煙樹ケ浜と、それと松林、近畿最大規模の松林ですっていうことは申し上げております。 

 先ほども答弁しましたが、潮害防備保安林として、今後もやっぱり整備していくという

考えは変わりはございません。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ４番、松下議員。 

○４番（松下太一君） 松にちょっとこだわって欲しいというのは変わらんねんけれども、

よろしくお願いします。 

 最後ですけれども、この煙樹海岸活性化基本構想は、遡れば、美浜創生総合戦略です。

そして地方創生のプロジェクトＡ、プロジェクトＢ、プロジェクトＣとございました。第

２次美浜創生総合戦略が、令和３年ですか策定されていると思うんですけれども、町長は

順調にこの戦略が遂行されていると考えているのか。この戦略の思いを聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 再々質問にお答えいたします。 

 美浜創生総合戦略についてですが、この美浜創生総合戦略というのは、人口減少問題に

取り組む施策であり、やはり関係人口、交流人口の創出が目的であると思いますので、引

き続き進めてまいりたいと考えてございます。 

 まずは、美浜町にお越しいただき、美浜町のよさを知っていただけたらというふうに考

えます。また、ふるさと納税にも美浜町を知っていただいて、ご協力いただけたらと考え

てございます。 

 ちょっと余談となりますけれども、今回も先日テレビ収録いたしましたが、テレビ和歌

山のあの町この村だったかな、この町あの村だったかな、この１５日に放映されます。キ

ャンプ場のことを広く皆さんにまた知っていただこうと思いまして、今その収録をいたし

ておりますので、ぜひ皆さん見ていただけたらというふうに思います。 
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 以上です。 

○４番（松下太一君） 以上です。終わります。 

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。 

 再開は１１時５分です。 

午前十時五〇分休憩 

   ―――・――― 

午前十一時〇五分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 ５番、山﨑議員の質問を許します。５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） おはようございます。 

 ただいま議長のほうから許可をいただきましたので、通告に従って一般質問に入らせて

いただきます。 

 このたびの能登半島地震から、はや２か月半が経過いたしました。しかし、２月２７日

現在でも、いまだ２万戸あまりが断水しているとのことでした。私たちの日常生活におい

て、水は絶対必要不可欠であり、１日でも断水すると、飲料水にはペットボトル等で何と

か一時しのぎはできますが、水洗トイレが主流の現代では、トイレがたちまち使用できな

くなります。それが２か月半も続き、しかも、珠洲市や七尾市の一部では、復旧は４月に

なる見込みとの情報もあります。自宅に帰れない、または家は何とか住めるが水が出ない

ために戻れないという被害者のお気持ちはいかばかりかと、胸が痛みます。一日でも早く

復旧できますようにと、祈ることしかできません。 

 さて、我が町においても、生活していくための水の重要性は、頭では分かっていても、

毎日いつでも使いたいときに蛇口をひねると水が出てくるのが当たり前ではなく、美浜町

上下水道課の皆様により、日々管理していただいているおかげで安定供給がなされている

ことを忘れてはならないと思っています。 

 今回の地震で水道の復旧が遅れた原因は、直下型で震度も大きく、復旧作業に駆けつけ

るための道路の寸断が主な要因であったようですが、私は、水道管の老朽化にも問題はな

かったのかと思いました。なぜなら、２０２１年に和歌山市の水道管の通る橋が崩落した

事故があり、そのときのニュースの中で、全国の水道管の老朽化が進んでいること、全国

に耐用年数をはるかに超えている水道管が２０％近くあり、各都道府県別のデータも報道

されていたことを思い出したからです。 

 そこで、お伺いいたします。 

 我が町の上水道本管は、いつ更新されたものでしょうか。耐用年数はあとどれぐらいで

しょうか。本管の点検管理はどのようにされていますか。よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 町長。 

○町長（籔内美和子君） 山﨑議員のご質問、水道管の管理についての１点目、我が町の

上水道本管はいつ更新されたものでしょうかにお答えいたします。 
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 美浜町の水道管の更新は、昭和５０年頃から行っております。当時の更新内容は、石綿

セメント管から塩化ビニール管やダクタイル鋳鉄管への布設替えとなっており、平成１０

年頃に完了しています。その後につきましては、下水道工事に伴う移設や漏水実績による

更新を平成２８年まで行ってまいりました。近年は、漏水実績、水道管の材質及び継ぎ手

種別、敷設環境等を考慮し、更新を進めてございます。 

 以上のことから、水道管の更新は順次行っています。 

 ２点目、耐用年数はあとどれぐらいでしょうかにお答えいたします。 

 水道管の耐用年数は、水道管の種類に関係なく一律に４０年となってございます。更新

を順次行っていることから、耐用年数内と超過に分けた率で答弁させていただきます。 

 耐用年数内が７９．３％、耐用年数超過が２０．７％となってございます。 

 ３点目、今回の点検管理はどのようにされていますかにお答えいたします。 

 水道管の点検管理は、目視、バルブ操作、機器による流量計測により行っています。目

視では、腐食、変色、変形、蛇行の有無、バルブ操作では、通過音の状況、機器による流

量計測では、時間当たりの数値変化を確認しています。異常が確認された場合は、調査を

行い、修繕や更新を実施いたします。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） それでは、再質問を行います。 

 我が町に水道が普及したのは、たしか１９６０年代、私が小学生時代だったと記憶して

おりますが、当初の水道管に石綿セメントを使用されていたことを今回初めて知りました。 

 余談ではございますが、私が呼吸器のがん病棟で勤務していたとき、解体工事現場で勤

務されていた方々の中に、石綿、イコール、アスベストが原因で中皮腫という肺がんにな

った患者様に複数お会いしました。ですので、石綿は人体にとって大変有害であるという

ふうに思っていました。しかし、子どもの頃のことを思いますと、理科の実験でも石綿金

網を使用していましたし、比較的最近まで、大型量販店の立体駐車場など天井はほとんど

がアスベストが吹き付けられていました。昔のことですから、低価格で腐りにくく、しか

も断熱効果も高いことから重宝して使っていたのだと思います。また、当時は、その危険

性についても、一般的に知られていなかったんだと思います。 

 しかし、飲料水として私たちが日々摂取する水道水の本管が石綿セメントを使っていた

ことということは、大変驚きました。ただ、調べてみましたが、石綿セメントで造られた

上水道管の飲料水中のアスベスト存在量は健康に影響する値ではないと、厚生労働省やＷ

ＨＯ世界保健機構の見解がありました。ほっとしたところです。ほこりの中に混じってい

るアスベストを肺に吸い込むというのは違うみたいですね。 

 また、石綿セメントを使用していた上水道本管も我が町では平成１０年に、塩化ビニー

ル管やダクタイル鋳鉄管に更新が完了しているということで、安心いたしました。まだ更

新が完了していない自治体もあるようです。 

 さて、その後の上水道本管について、下水道工事に伴う移設や漏水による更新など、平
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成２８年まで行われていたとのことですが、その後はどのように更新、対応されているの

かと思いました。 

 耐用年数も水道管の材質や種類に関係なく４０年となっているというご答弁ですので、

平成１０年に塩化ビニールなどに更新した上水道本管は、特に問題がなければ、単純計算

いきますと令和２０年まで使用できる計算になります。しかし、昭和５０年代に更新され

た本管については、約５０年は経過しています。耐用年数超えの上水道本管が２０．７％

あるとのご答弁ですので、多分、昭和５０年代に更新された水道本管が残っているんだろ

うと推察いたします。 

 やはり南海トラフに限らず、大きな震災が起きたときには、耐用年数の過ぎた５０年も

土中に埋められている水道管の耐久性よりは低く、損壊の可能性は非常に高いのではと、

素人考えですけれども心配になります。 

 次に、上水道本管の点検で、管理について、目視、バルブ操作、機器による流量の計測

で行われているとのことから、流量数値が非常に増えていれば容易に漏水が発見できるだ

ろうなと思いました。しかし、本管は土の中に埋めていると思いますので、腐食や蛇行は

どのように確認されるのかなと思いました。 

 そこで、質問です。耐用年数を超えた本管を使い続けることに、法的な縛りはありませ

んか。 

 上水道本管の更新は順次行うとのことですが、更新の基準はありますか。 

 今、和田西地区で行っている水道管布設工事、更新工事でしょうか。 

 点検管理方法の目視のうち、腐食や蛇行はどのように確認できますか。変色とは何の変

色を見るんでしょうか。 

 以上５点、よろしくお願いいたします。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 再質問にお答えします。 

 法定耐用年数です。法定耐用年数に法的な制限がありますかということなんですけれど

も、基本的に法定耐用年数を過ぎた管について、使用できないという法的な根拠はござい

ません。あくまで法定耐用年数というのは減価償却を求める数字で、耐久的なものではな

いというのが一般的な考え方です。担当課のほうにつきましても、法定耐用年数を過ぎた

管につきましても、漏水実績とか布設の環境であるとかというのを考慮しながら、耐久に

著しい問題があるとは考えていないところです。 

 点検の方法で、目視とかバルブ操作、機器による流量測定、具体的にその今、和田西で

工事しやるところで目視でどういう変化がありましたかということだったんですけれども、

水道管につきましては、当然その埋設されている部分がほとんどなんですけれども、露出

といいますか、例えば、橋梁への添架であるとか、水管橋であるとかというのんも水道管

です。それを一般的に目視で腐食とか変色、変形、蛇行というのを点検しています。バル

ブ操作では埋設でされている部分について、バルブを止めてしばらくすると、水が漏れて
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いると開けたときに通過音というんがしますんで、その辺の点検をしています。流量につ

きましては、先ほど議員がおっしゃったとおりでございます。 

 具体的に、西の部分はどういう関係で更新しているんですかという問いなんですけれど

も、今、西の部分でやっている部分については、１点目の質問で、近年は漏水の実績、管

の材質及び管、継ぎ手種別云々かんぬんというところあるんですけれども、今、和田の西

で更新させていただいている部分については、接着による接続です。主に接続方法という

のは、接着による接続とゴム輪による接続というのがあるんですけれども、ゴム輪のほう

は伸縮性あるんですけれども、接着は伸縮性がないということになります。和田の西に関

しては、経年と継ぎ手の接着という部分から更新というふうな格好で今工事をさせていた

だいてます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） ということは、点検・管理というのは、やはり土を掘ってされる

ということですかね。というか目視でできるというところか。今ちょっと私答弁いただい

たんですけれども、今、管の蛇行であったりとかを掘った後で見るということですか。逆

に、掘る前にそういったことが分かるんでしょうか。 

○議長（谷重幸君） ３回ですけれどもいいですか。もう３回目です。３回目ですけれど

もいいですか。あるんであれば一緒にしといてください。 

○５番（山﨑悦子君） すみません、では引き続きですけれども、あと１点、更新の基準

ですね、というのは、ちょっとすみません、私が聞き漏らしたのかも分かりません。お答

えできれば、よろしくお願いします。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 目視で埋設部分は確認はできません。掘削して、それを確認して、更新するということ

もございません。あくまでも目視というのんは、露出した水道管、例えば、橋梁への添架

であるとか、水管橋という川を渡している埋設していない管については、目視で点検して

いるということです。 

 埋設している部分については、水が漏れると漏水しますんで、そういう実績とかという

のを加味したり、バルブを閉めると水道の供給が一旦止まります。止まっている間に、水

道管が漏れていると水が漏れますんで、漏れている状態でバルブを開けると、その漏れて

いる箇所へ水が通過するんで通過音というのがするわけなんですけれども、それによって

漏水の有無というのが確認できますんで、埋設部分については、そういった格好で確認を

しています。 

 最近の更新のどういうふうな格好で考えてやっているんかということなんですけれども、

町長の答弁にもあったんですけれども、漏水の実績とか管の材質、継ぎ手種別とか、管の

布設の環境とかを考慮して更新をただいま行っているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（谷重幸君） ５番、山﨑議員。 

○５番（山﨑悦子君） 水道事業は行政が担う重要な事業でありますが、昨今の人口減少

や技術者の減少により、経営も厳しくなっているというふうな情報もありました。上水道

の安定供給、下水道の安定管理は、住民にとって大きな安心につながります。自然災害、

特に地震による家屋の倒壊、山や道路の崩壊、または津波による浸水と、命はもとより生

活基盤を大きく揺るがすこの災害に対して、今後もさらなる防災対策の充実をお願いして、

質問を終わります。 

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午前十一時二十二分散会 

 再開は、明日１４日午前９時です。 

 お疲れさまでした。 

 


